
大口町告示第４３号 

 

 大口町妊婦、産婦及び乳児健康診査実施要領の一部を改正する要領を次のように

定める。 

 

  平成３１年３月２７日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

   大口町妊婦、産婦及び乳児健康診査実施要領の一部を改正する要領 

 

 大口町妊婦、産婦及び乳児健康診査実施要領（平成９年大口町告示第２４号）の

一部を次のように改正する。 

 様式第１中「３，４４０円」を「円」に、「２０，６７０円」を「円」に、「４，

２９０円」を「円」に、「９，０７０円」を「円」に、「１８，６６０円」を「円」

に、「７，９４０円」を「円」に、「１０，７９０円」を「円」に改める。 

様式第２中「５，０００円」を「円」に改める。 

様式第３中「６，１２０円」を「円」に改める。 

   附 則 

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 
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